
共済金請求の流れ 

 

 

 

                                   

 

 

① ケガ等の報告(怪我日含め 30 日以内)                                              

を提出                    

        

 

 

 

 

お問い合わせ : 地元の市町子連事務局、または 一般社団法人 佐賀県子ども会連合会事務局 TEL0952-24-0602 

 

行
事
・
活
動
で
ケ
ガ
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病院で診察・治療  

全ての治療が終わる

まで領収書を取って

おいて下さい。 

◆
請
求
開
始
◆ 

 

ケ
ガ
が
完
治
後
、
治
っ
て
な
い
場
合
は
、
180
日(

ケ
ガ
日
含)

経
過
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ケガが完治後、60日以内に佐賀県子連宛提出  

②  ③  

④領収書のコピーを A4

用紙内に納まる様にコピ

ーして提出。 

(A4 用紙は何枚でも可) 

所属の都道府県にて

登録印の 

記入押印をします。 

県
子
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て
、
必
要
事
項
記
入
・
会
長
印
押
印
後
、
全
子
連
へ
提
出 

記
入
し
た
お
振
込
み
先
金
融
機
関
口
座
に
共
済
金
が
振
り
込
ま
れ
ま
す
。 

全
子
連
に
て
審
査
・
手
続
き
後 

㊟ 印鑑の押印は、自署の場合に限り省略できる様になりました。 

20 第一報報告書  
(旧 請求-01)  

21 共済金請求書兼事故証明書   

(旧 請求-11)  

22 個人情報の取扱い  

についての同意書    

(旧 請求-12)  


